
坪
付
状
か
ら
み
た
宗
像
氏
貞
家
臣
知
行
地
の
郷
村

桑

田

和

明

は
じ
め
に

九
州
本
土
の
辺
津
宮
、
大
島
の
中
津
宮
、
沖
ノ
島
の
沖
津
宮
か
ら
な
る
筑
前
国
宗
像
社
の
大
宮
司
宗
像
氏
は
、
宗
像
郡
を
中
心
に
勢
力
を
有

す
る
筑
前
国
の
有
力
領
主
で
あ
っ
た
。
宗
像
氏
は
宗
像
郡
の
浦
・
島
と
宗
像
社
を
信
仰
す
る
浦
・
島
の
浦
人
を
支
配
下
に
お
き
、
赤
間
関
（
山

口
県
下
関
市
）
と
博
多
津
を
結
ぶ
航
路
上
に
位
置
す
る
宗
像
の
海
を
支
配
す
る
海
の
領
主
で
も
あ
っ
た
。
最
後
の
大
宮
司
宗
像
氏
貞
は
天
文
十

四
年
（
一
五
四
五
）
に
生
ま
れ
、
天
正
十
四
年
（
一
五
八
六
）
三
月
四
日
に
四
十
二
歳
で
亡
く
な
っ
て
い
る
。

氏
貞
領
内
で
出
さ
れ
た
文
書
の
な
か
に
坪
付
状
が
あ
る
。
坪
付
状
は
宗
像
氏
が
家
臣
知
行
地
の
田
地
・
畠
地
・
屋
敷
の
坪
付
な
ど
を
地
見

（
検
地
）
し
、
家
臣
に
出
し
た
坪
付
状
、
宗
像
氏
か
ら
の
要
請
に
応
じ
て
家
臣
が
差
し
出
し
た
知
行
地
の
坪
付
状
が
の
こ
さ
れ
て
い
る
。
い
ず

れ
も
知
行
地
確
認
の
た
め
で
あ
り
、
検
地
に
あ
た
る
。
坪
付
状
の
定
田
数
（
知
行
面
積
）
に
応
じ
た
「
社
武
役
」
な
ど
、
宗
像
氏
に
対
す
る
公

役
の
課
役
基
準
と
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る(1
)。

氏
貞
は
家
臣
に
知
行
地
を
宛
行
う
際
、
知
行
宛
行
状
と
坪
付
状
を
発
給
し
て
い
る
。
氏
貞
の
知
行

宛
行
状
が
発
給
さ
れ
る
ま
で
、
家
臣
が
連
署
す
る
坪
付
状
が
知
行
宛
行
状
の
役
割
を
は
た
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る(2
)。

氏
貞
の
知
行
宛
行
状
が

出
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
知
行
宛
行
状
と
坪
付
状
は
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
出
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
両
方
が
揃
っ
て
の
こ
さ
れ
て
い
る
例

は
確
認
で
き
な
い
。

知
行
地
全
体
の
地
見
の
た
め
に
作
成
さ
れ
た
坪
付
状
と
、
宛
行
わ
れ
る
知
行
地
の
坪
付
状
の
作
成
目
的
は
異
な
る
が
、
坪
付
状
か
ら
は
家
臣

の
知
行
地
・
知
行
面
積
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
更
に
知
行
地
で
あ
る
郷
村
の
自
然
災
害
な
ど
に
よ
る
知
行
面
積
の
推
移
、
名
子
の
存
在
な
ど
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が
明
ら
か
に
な
る
。
関
連
す
る
史
料
と
あ
わ
せ
て
、
郷
村
で
暮
ら
す
人
々
を
か
い
ま
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

本
稿
で
は
氏
貞
の
重
臣
吉
田
重
致
と
占
部
尚
安
に
関
す
る
坪
付
状
と
、
関
連
す
る
史
料
か
ら
両
氏
の
知
行
地
で
あ
る
郷
村
を
中
心
に
み
て
い

く
こ
と
に
す
る
。
天
正
八
年
か
ら
は
、
倉
納
地
が
設
定
さ
れ
た
郷
村
の
御
米
注
進
状
と
御
米
銭
注
進
状
が
の
こ
さ
れ
て
い
る
。
倉
納
地
に
つ
い

て
は
別
稿
で
検
討
す
る(3
)。

一

温
科
慰
重
と
吉
田
重
致
の
坪
付
状

天
文
二
十
年
（
一
五
五
一
）
九
月
十
二
日
、
黒
川
鍋
寿
丸
（
宗
像
氏
貞
）
が
大
内
義
隆
を
自
害
に
追
い
込
ん
だ
重
臣
の
陶
隆
房
（
晴
賢
）
の

支
援
を
受
け
、
母
親
と
共
に
宗
像
に
入
部
し
て
い
る
。
同
年
十
一
月
二
十
三
日
に
は
、
温
科
慰
重
が
知
行
す
る
田
畠
屋
敷
坪
付
等
注
進
状
を
姓

未
詳
良
命
以
下
四
名
が
作
成
し
て
い
る
（「
竹
井
文
書
」『
市
史
』
三
四
三
）。
坪
付
状
は
宗
像
氏
の
家
督
相
続
を
め
ぐ
る
争
い
が
続
い
て
い
た

時
期
に
作
成
さ
れ
て
い
る
。

天
文
二
十
一
年
二
月
十
七
日
に
は
、
吉
田
重
致
宛
の
給
分
（
知
行
地
）
坪
付
状
を
、
藤
入
道
（
吉
田
）
良
喜
・
吉
田
頼
定
・
中
村
尚
道
・
国

分
直
頼
・
吉
田
尚
頼
・
寺
内
尚
秀
が
作
成
し
て
い
る
（「
吉
田
公
一
文
書
」『
市
史
』
三
四
四
―
一
・
三
、『
大
社
文
書
』
三
巻
）。
連
署
人
は
、

天
文
二
十
年
の
坪
付
等
注
進
状
に
署
名
し
た
頼
定
と
、
吉
田
雅
楽
助
頼
定
が
共
通
す
る
だ
け
で
形
式
も
異
な
っ
て
い
る(4
)。

坪
付
状
に
署
名
し
た
六
名
の
内
、
三
名
が
「
尚
」
の
一
字
を
使
用
し
て
い
る
の
は
、
宗
像
氏
貞
の
父
親
黒
川
隆
尚
（
宗
像
正
氏
）
か
ら
偏
諱

を
授
与
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
二
通
の
坪
付
状
で
署
名
者
が
異
な
る
の
は
、
背
後
に
家
督
相
続
争
い
が
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

天
文
二
十
年
の
坪
付
等
注
進
状
に
は
、
温
科
慰
重
の
知
行
地
が
上
八
村
郷
三
段
小
、
村
山
田
郷
三
段
、
東
郷
八
段
九
十
歩
、
田
野
郷
五
段
、

池
田
郷
三
段
小
、
河
東
郷
七
段
六
十
歩
。
惣
以
上
三
町
三
十
歩
と
あ
る
。
他
に
「
本
木
郷

縄
田
給

名
子
屋
敷

畠
地
少
々
在
之
、
壱
所
」

「
田
野
郷

同
給

居
屋
敷

畠
地
少
々
在
之
、
壱
所
」「
河
東
郷

荒
牧
給

畠
地

弐
ケ
所
」
と
屋
敷
地
と
畠
地
も
書
か
れ
て
い
る
。
慰

重
の
知
行
地
三
町
三
十
歩
は
、
上
八
村
郷
を
含
む
六
カ
所
に
散
在
し
て
い
る
。

上
八
村
郷
の
四
つ
の
坪
の
内
に
は
、「
例
同
坪
友
永
成
久
禰
宜
給
小

ヒ
ヘ
」
の
記
載
が
あ
る
よ
う
に
、
ヒ
エ
が
小
（
一
二
〇
歩
）
栽
培
さ
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れ
て
い
る
坪
も
注
進
さ
れ
て
い
る
。
河
東
郷
に
は
四
つ
の
坪
が
書
か
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
面
積
と
と
も
に
「
公
田
倒
」
と
書
か
れ
、
合
計

は
七
段
六
十
歩
に
な
る
。
屋
敷
と
畠
地
か
ら
は
、
本
木
郷
に
「
名
子
屋
敷
」
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
名
子
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。
田
野

郷
に
は
居
屋
敷
と
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
慰
重
は
田
野
郷
に
居
住
し
て
い
た
。

天
文
二
十
一
年
の
吉
田
重
致
宛
坪
付
状
は
、
宛
行
わ
れ
た
知
行
地
の
坪
の
場
所
・
面
積
・
田
の
等
級
（
上
・
中
・
下
）
が
吉
田
良
喜
以
下
の

連
署
人
に
よ
っ
て
地
見
さ
れ
た
上
で
、
吉
田
重
致
に
宛
行
わ
れ
て
い
る
。
坪
付
状
に
は
最
初
に
「
坪
付
之
事

合

吉
田
兵
庫
助
給
分
」
と
書

か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
重
致
に
吉
田
兵
庫
助
給
分
が
宛
行
わ
れ
て
い
る
。
後
筆
で
「
重
致
知
行
初
之
時
地
見
坪
付
也
」
と
重
致
が
書
い
て
い
る

よ
う
に
、
兵
庫
助
給
分
が
地
見
の
上
で
宛
行
わ
れ
て
い
る
。
重
致
と
吉
田
兵
庫
助
と
の
関
係
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
兵
庫
助
は
氏
貞
の
家
督
相

続
に
抵
抗
し
た
こ
と
で
、
知
行
地
を
没
収
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か(5
)。

重
致
知
行
地
は
、
上
八
村
郷
七
町
二
段
大
、
池
田
郷
内
五
町
五
段
、
田
野
郷
三
町
五
段
小
、
東
郷
分
二
町
九
段
六
十
歩
、
村
山
田
郷
五
段

大
、
松
原
口
一
町
、
怒
山
（
知
行
面
積
記
載
な
し
）、
宮
地
郷
二
段
。
惣
已
上
が
十
九
町
九
段
三
〇
〇
歩
と
あ
る
。

重
致
の
知
行
地
も
慰
重
同
様
に
散
在
し
て
い
る
が
、
知
行
面
積
か
ら
は
中
心
が
上
八
村
郷
・
池
田
郷
・
田
野
郷
・
東
郷
で
あ
っ
た
。
重
致
は

吉
田
氏
の
系
図
で
は
池
田
に
住
ん
だ
と
あ
る
（「
吉
田
氏
家
系
」『
市
史
』
三
六
〇
―
三
）。「
宗
像
大
宮
司
天
正
十
三
年
分
限
帳
」
の
池
田
郷
衆

に
重
致
の
息
子
吉
田
内
蔵
太
夫
（
貞
棟
）
が
い
る
こ
と
も
参
考
に
な
る
（『
市
史
』
六
八
四
）(6
)。

前
述
の
よ
う
に
天
文
二
十
年
の
温
科
慰
重
給
田
畠
屋
敷
坪
付
等
注
進
状
に
は
、
本
木
郷
に
名
子
屋
敷
が
あ
っ
た
。
重
致
に
坪
付
状
が
出
さ
れ

た
同
日
の
天
文
二
十
一
年
二
月
十
七
日
に
は
、「
先
吉
田
兵
庫
助
給
名
子

畠
地

分
」
の
坪
付
状
も
出
さ
れ
て
い
る
（「
吉
田
公
一
文
書
」『
市
史
』
三
四

四
―
二
、『
大
社
文
書
』
三
巻
）。
後
欠
で
あ
る
が
吉
田
良
喜
・
吉
田
頼
定
の
署
判
が
あ
る
の
で
、
同
じ
宗
像
氏
家
臣
の
連
名
で
吉
田
重
致
宛
に

出
さ
れ
て
い
る
。
坪
付
状
に
は
重
致
に
宛
行
わ
れ
た
名
子
の
人
数
と
居
住
地
、
畠
地
と
屋
敷
が
「
已
上
、
壱
貫
九
十
文
清
料
」
と
あ
る
よ
う

に
、
精
銭
を
基
準
に
し
た
貫
高
で
表
示
さ
れ
て
い
る
。

坪
付
状
で
名
子
が
知
行
地
と
共
に
重
致
に
宛
行
わ
れ
て
い
る
。
名
子
は
上
八
村
郷
の
鐘
崎
村
に
名
子
一
人
、
同
郷
吉
田
村
に
名
子
二
人
、
同

郷
片
嶺
村
に
名
子
四
人
。
池
田
郷
の
畑
村
に
名
子
四
人
と
小
名
子
一
人
、
同
郷
大
忍
寺
に
名
子
二
人
と
小
名
子
一
人
、
同
郷
堂
ノ
屋
敷
に
名
子

一
人
。
田
野
郷
の
石
川
に
名
子
一
人
と
書
か
れ
て
い
る
。
小
名
子
は
付
け
た
り
と
あ
る
よ
う
に
、
年
少
の
名
子
を
意
味
し
て
い
る
と
思
わ
れ
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る
。
村
山
田
郷
と
東
郷
に
は
名
子
の
記
載
は
な
い
。
名
子
の
住
居
も
そ
れ
ぞ
れ
の
郷
村
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
名
子
は
重
致
知
行
地
の
そ

れ
ぞ
れ
の
郷
村
に
属
し
、
農
作
業
に
従
事
す
る
下
層
の
農
民
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

坪
付
状
の
末
尾
に
は
「
鐘
崎
浦
屋
敷
分
九
人
、
但
前
之
浦
屋
敷
、
先
年
四
海
浪
之
時
、
過
半
海
ニ
成
、
鐘
崎
之
田
代
上
ニ
屋
地
立
ニ
可
加

之
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
部
分
に
は
後
筆
で
「
永
禄
六
年
ノ
」（
墨
書
）、「
島
ヨ
リ
御
打
渡
ノ
年
、
浜
田
」（
朱
書
）、「
一
段
」（
墨
書
）

「
浦
屋
敷
ニ
立
之
」（
朱
書
）
と
書
か
れ
て
い
る
。
氏
貞
は
一
族
の
宗
像
鎮
氏
と
大
友
勢
の
領
内
進
攻
に
よ
っ
て
永
禄
二
年
（
一
五
五
九
）
に

大
島
へ
渡
海
・
在
島
、
翌
永
禄
三
年
に
大
島
か
ら
渡
海
し
、
所
領
を
回
復
し
て
い
る
。
永
禄
六
年
の
渡
海
と
は
明
ら
か
に
で
き
な
い(7
)。

重
致
給

分
の
坪
付
状
に
は
上
八
村
郷
内
浜
田
に
つ
い
て
、
五
段
大
の
内
、
上
三
段
、
中
二
段
大
と
書
か
れ
て
い
る
が
、「
今
四
段
也
」（「
今
四
段
」
墨

書
の
上
に
朱
書
、「
也
」
朱
書
）、「
壱
段
、
永
禄
六
ノ
年
泊
屋
敷
伏
之
」（
朱
書
）
と
後
筆
さ
れ
て
お
り
、
浜
田
の
内
一
段
が
浦
屋
敷
と
さ
れ
た

こ
と
に
対
応
し
て
い
る
。
五
段
に
は
墨
に
よ
る
合
点
が
あ
る
が
、
他
の
坪
に
墨
に
よ
る
合
点
は
な
い
。
泊
屋
敷
は
浦
屋
敷
と
同
じ
で
あ
っ
た
こ

と
が
わ
か
る
。

鐘
崎
浦
屋
敷
分
の
九
人
は
名
子
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
坪
付
状
で
重
致
に
属
す
る
名
子
が
書
き
立
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
名
子
の

可
能
性
が
高
い
。
坪
付
状
か
ら
は
鐘
崎
の
浦
屋
敷
が
「
四
海
浪
」
の
時
に
過
半
が
海
に
な
っ
た
の
で
、
鐘
崎
の
田
代
の
上
を
新
に
浦
屋
敷
と
し

た
と
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
永
禄
六
年
に
は
、
鐘
崎
の
浜
田
一
段
が
泊
屋
敷
と
さ
れ
て
い
る
。
四
海
浪
と
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
海
の
浪
で

浦
に
住
ん
で
い
た
名
子
九
人
の
浦
屋
敷
が
水
没
し
海
と
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
地
震
に
よ
る
津
波
の
被
害
と
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
い
ず
れ

に
せ
よ
大
雨
・
洪
水
・
山
崩
れ
に
よ
る
河
成
・
山
成
と
は
別
の
自
然
災
害
を
物
語
る
貴
重
な
史
料
で
あ
る
。
同
時
に
浦
屋
敷
に
居
住
す
る
名
子

の
存
在
が
知
ら
れ
る
が
、
こ
こ
か
ら
は
漁
撈
に
従
事
す
る
名
子
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
重
致
の
知
行
地
上
八
村
郷
鐘
崎
村
に
は
浦
も
含
ま

れ
て
い
た
。

重
致
は
永
禄
二
年
九
月
二
日
に
宗
像
氏
家
臣
連
署
奉
書
で
一
町
九
段
を
宛
行
わ
れ
て
お
り
、
同
日
付
の
坪
付
状
も
の
こ
さ
れ
て
い
る
（「
吉

田
公
一
文
書
」『
市
史
』
三
九
二
―
一
・
二
、『
大
社
文
書
』
三
巻
）。
坪
付
状
に
は
図
師
吉
田
貞
頼
も
花
押
を
据
え
て
い
る
。
坪
付
状
か
ら
、

重
致
は
新
に
津
丸
村
的
庭
半
名
な
ど
一
町
九
反
と
、
畠
地
・
久
末
屋
敷
一
所
を
宛
行
わ
れ
て
い
る
。

永
禄
三
年
十
月
七
日
に
は
、
重
致
が
高
向
良
秀
・
池
浦
筑
後
守
宛
に
諸
郷
吉
田
重
致
給
当
知
行
分
坪
付
之
事
を
差
し
出
し
て
い
る
（「
吉
田
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公
一
文
書
」『
市
史
』
四
二
八
、『
大
社
文
書
』
三
巻
）。
高
向
良
秀
と
池
浦
筑
後
守
は
宗
像
社
の
社
僧
で
、
良
秀
は
中
務
卿
良
秀
と
あ
る
が
、

永
禄
四
年
五
月
十
五
日
の
小
樋
宗
頼
宛
坪
付
状
の
連
署
人
に
図
師
良
秀
と
あ
る
よ
う
に
図
師
で
あ
っ
た
（「
新
撰
宗
像
記
考
証
」『
市
史
』
四
四

〇
）。
良
秀
は
領
内
の
地
見
に
あ
た
り
、
天
正
八
年
か
ら
の
こ
さ
れ
て
い
る
倉
納
地
の
注
進
状
の
連
署
人
で
も
あ
っ
た
よ
う
に
、
土
地
台
帳
の

作
成
・
管
理
の
責
任
者
と
も
い
う
べ
き
立
場
に
あ
っ
た
。

重
致
が
作
成
し
た
当
知
行
分
坪
付
状
の
端
裏
書
に
は
、「
御
尋
之
時
記
之
、
上
進
分
也
、
永
禄
参
ノ
十
月
七
日
土
代
」
と
あ
る
よ
う
に
、
宗

像
氏
の
命
に
よ
り
重
致
が
注
進
し
た
坪
付
の
下
書
き
に
な
る
。
知
行
地
の
郷
村
の
知
行
面
積
と
そ
の
う
ち
の
「
不
」
の
面
積
が
書
か
れ
て
い

る
。
知
行
面
積
合
計
は
十
七
町
五
段
一
八
〇
歩
、「
年
不
」
の
面
積
合
計
は
三
町
四
段
小
、
定
田
数
十
四
町
半
と
あ
る
。
前
年
に
宛
行
わ
れ
た

津
丸
村
一
町
七
段
は
後
筆
で
書
か
れ
て
お
り
、
定
田
数
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
天
文
二
十
一
年
の
知
行
地
・
知
行
面
積
と
の
比
較
は
次
で
行

う
。

二

坪
付
状
に
み
る
郷
村
の
災
害

宗
像
郡
に
は
釣
川
と
西
郷
川
の
二
本
の
主
要
河
川
が
流
れ
て
い
る
が
、
近
年
ま
で
溜
池
が
多
く
築
か
れ
灌
漑
に
利
用
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、

旱
魃
に
よ
る
自
然
災
害
と
無
縁
な
場
所
で
は
な
い
。
こ
れ
に
加
え
て
梅
雨
時
の
豪
雨
、
台
風
に
よ
る
風
水
害
な
ど
の
被
害
が
発
生
す
る
。
勾
配

が
緩
や
か
な
釣
川
沿
い
の
中
・
下
流
域
と
支
流
で
は
、
大
雨
に
よ
る
河
川
の
氾
濫
で
田
畠
の
冠
水
が
近
年
で
も
し
ば
し
ば
み
ら
れ
た
。

天
文
二
十
一
年
（
一
五
五
二
）
の
吉
田
重
致
宛
知
行
地
の
坪
付
状
に
は
、「
不
」
と
書
か
れ
た
非
耕
作
地
が
面
積
と
共
に
書
か
れ
て
い
る
が
、

総
田
数
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
上
八
村
郷
の
う
ち
、
ハ
ラ
イ
ノ
給
「
小

ヒ
へ
」、
橋
爪
「
壱
段

ヒ
ヘ
」、
吉
田
前
は
二
段
の
う
ち
善
祥
寺

領
一
段
小
と
書
か
れ
「
ヒ
ヘ
大
」、
シ
ヤ
ウ
ヨ
ウ
鼻
「
七
段

ヒ
ヘ
不
」
と
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
等
級
は
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
ヒ
エ
が

栽
培
さ
れ
る
坪
も
書
か
れ
て
い
る
。
シ
ヤ
ウ
ヨ
ウ
鼻
に
は
朱
書
き
で
「
河
成
也
」
と
ヒ
エ
の
不
作
原
因
が
書
か
れ
て
い
る
。
上
八
村
郷
の
七
町

二
段
大
に
は
「
ヒ
ヘ
不
加
之
」
と
あ
る
よ
う
に
、
ヒ
エ
は
知
行
面
積
に
含
ま
れ
て
い
な
い
。
ヒ
ヘ
の
栽
培
は
村
山
田
郷
の
鬼
迫
五
段
大
の
う
ち

大
（
二
四
〇
歩
）
が
ヒ
ヘ
と
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
他
の
郷
村
で
も
確
か
め
ら
れ
る
が
、
上
八
村
郷
で
目
に
付
く
。
上
八
村
郷
で
は
地
目
が
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田
で
あ
っ
て
も
等
級
は
書
か
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
ヒ
エ
が
継
続
的
に
栽
培
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
上
八
村
郷
は
鐘
崎
浦
が
含
ま
れ
て

い
た
よ
う
に
海
岸
に
近
い
。
河
川
を
利
用
し
た
利
水
の
便
に
恵
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
畠
地
で
も
栽
培
が
で
き
る
ヒ
エ
が
植
え
ら
れ
て
い

た
の
で
あ
ろ
う
。
天
文
二
十
年
の
温
科
慰
重
給
田
畠
屋
敷
坪
付
等
注
進
状
に
も
上
八
村
郷
で
ヒ
ヘ
の
栽
培
が
み
ら
れ
た
。
旱
魃
に
強
い
ヒ
エ
も

「
不
」
と
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
但
、
坪
付
状
に
は
旱
魃
の
記
載
は
な
く
、
河
成
と
あ
る
。

坪
付
状
に
は
朱
の
合
点
・
朱
筆
、
墨
書
に
よ
る
追
筆
が
あ
る
。
惣
已
上
の
前
に
墨
書
の
後
筆
で
「
重
致
知
行
初
之
時
地
見
坪
付
也
、
◦今
不
入

物
也
、
川
成
・
山
成
・
麁
々
在
之
（
重
致
花
押
）」
と
書
か
れ
て
い
る
。
重
致
は
天
文
二
十
一
年
の
坪
付
状
を
は
じ
め
て
知
行
を
宛
行
わ
れ
た

時
の
地
見
の
坪
付
と
し
、「
今
不
入
物
也
」
と
書
い
て
い
る
。
不
入
と
は
耕
作
が
で
き
な
い
荒
れ
地
と
な
っ
た
た
め
、
知
行
面
積
に
計
上
さ
れ

て
い
な
い
と
の
意
味
で
あ
ろ
う
。
不
入
の
原
因
は
河
川
の
氾
濫
に
よ
り
荒
れ
地
と
な
っ
た
河
成
、
大
雨
な
ど
に
よ
る
山
崩
れ
で
荒
れ
地
と
な
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
山
成
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
麁
に
は
あ
ら
い
の
意
味
が
あ
る
の
で
、「
麁
々
」
と
は
荒
れ
地
化
し
て
い
る
と
の
意
味
で
あ
ろ

う
。坪

付
状
作
成
時
に
、
確
認
・
照
合
の
た
め
に
朱
合
点
が
書
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
郷
村
は
、
表
１
の
よ
う
に
上
八
村
郷
と
東
郷
分
だ
け
で
あ

る
。
道
祖
前
と
片
嶺
後
は
「
不
」
と
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
耕
作
不
能
地
と
さ
れ
て
い
る
。

表
一

朱
合
点
の
み
が
あ
る
郷
村
と
坪

郷
村
名

坪
名

等
級

面
積

備
考

上
八
村
郷

貴
舟
田

下

１
段

同

道
祖
前

下

５
段
不

同

片
嶺
後

無
し

大
不

東
郷
分

田
木
前

上

５
段

下
地
進
退
分

朱
書
き
が
あ
る
郷
村
の
坪
名
以
下
は
表
２
の
よ
う
に
な
る
。
上
八
村
郷
の
う
ち
酒
肴
田
は
「
年
不
」、
シ
ヤ
ウ
ヨ
ウ
鼻
は
「
ヒ
エ
不
」
と
あ

る
の
で
、
宗
像
氏
家
臣
が
坪
付
の
現
状
を
地
見
し
、「
河
成
也
」
と
耕
作
が
で
き
な
い
理
由
を
朱
合
点
と
と
も
に
記
入
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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他
の
朱
書
き
・
合
点
は
、
そ
の
後
の
「
河
成
也
」
な
ど
に
よ
る
耕
作
面
積
の
変
動
し
た
現
状
を
書
い
た
も
の
で
、
天
文
二
十
一
年
よ
り
後
に
改

め
て
朱
で
確
認
・
追
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
上
八
村
郷
の
酒
肴
田
と
シ
ヤ
ウ
ヨ
ウ
鼻
は
、「
年
不
」「
ヒ
ヘ
不
」
の
原
因
が
河
成
と
あ
る
。

道
祖
前
と
片
嶺
後
も
「
不
」
と
あ
る
が
原
因
は
書
か
れ
て
い
な
い
。

こ
の
他
、
上
八
村
郷
内
「
浜
田
五
段
大
内

上
三
段

中
弐
段
大
」
は
前
述
の
よ
う
に
、「
今
四
段
也
」「
壱
段
、
永
禄
六
ノ
年
泊
屋
敷
伏

之
」
と
朱
書
き
さ
れ
て
い
る
。

表
二

朱
書
き
の
あ
る
郷
村
と
坪

郷
村
名

坪
名

等
級

面
積

朱
書
き

朱
合
点

上
八
村
郷

放
生
会
田

中

２
段

作
１
段
大

小
ノ
不
也

無

同
郷

井
手

中

１
段

作
３
０
０
歩

河
成
也

有

同
郷

サ
イ
ク
丁

下

１
段
小

作
１
段

小
ノ
不
也

無

同
郷

酒
肴
田

無

年
不

河
成
也

有

同
郷

シ
ヤ
ウ
ヨ
ウ
鼻

無

７
段

ヒ
ヘ
不

河
成
也

有

田
野
郷

久
門

上

４
段

河
成
也

有

同
郷

溝
田

下

４
段

今
半
ノ
不

無

同
郷

加
冶
屋
前

中

４
段

今
小
ノ
不
也

無

同
郷

加
治
丁

下

３
段

河
成
也
不

有

同
郷

高
杉

下

１
段
小

今
壱
段
不
也

無

東
郷
分

長
丁

下

１
段

作
大

今
大
ノ
不
也

無

同
郷

水
丁

下

３
段
半

作
３
段

今
半
ノ
不
也

無

宮
地
郷

吉
田
乙
丸

下

２
段

河
成
也

有
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合
点
・
朱
書
き
が
確
認
・
追
筆
さ
れ
た
時
期
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
永
禄
六
年
（
一
五
六
三
）
の
朱
書
き
が
あ
る
の
で
こ
れ
以
後
で
あ
ろ

う
か
。
田
野
郷
の
横
渡
に
は
「
天
正
四
年
ノ
大
水
ニ
無
地
也
」
と
墨
書
で
書
か
れ
て
い
る
。
天
正
四
年
（
一
五
七
六
）
に
洪
水
に
よ
っ
て
「
無

地
」
が
生
じ
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
後
の
変
動
も
書
き
加
え
ら
れ
て
い
る(8
)。

坪
付
状
か
ら
は
、
耕
作
が
で
き
な
い
「
不
」
の
原
因
が
大
雨
・
洪
水
・
山
崩
れ
に
よ
る
河
成
と
山
成
で
あ
っ
た
こ
と
、
原
因
が
書
か
れ
て
い

な
い
「
不
」
も
同
様
の
自
然
災
害
で
不
作
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
不
安
定
な
農
業
経
営
の
実
態
が
明
ら
か
に
な
る
。
そ
の
後
の
追
筆
か
ら

は
、
耕
作
で
き
な
い
荒
れ
地
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

重
致
は
天
文
二
十
一
年
の
時
点
で
は
十
九
町
九
段
三
〇
〇
歩
が
定
田
数
と
さ
れ
た
が
、
知
行
面
積
の
変
動
に
応
じ
て
「
社
武
役
」
な
ど
の
公

役
を
勤
め
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

重
致
の
天
文
二
十
一
年
と
永
禄
三
年
の
知
行
地
・
知
行
面
積
を
比
較
す
る
と
、
表
３
の
よ
う
に
な
る
。
永
禄
二
年
九
月
二
日
に
宛
行
わ
れ
た

津
丸
村
的
庭
半
名
一
町
九
反
は
後
筆
で
書
か
れ
、
定
田
数
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
池
田
郷
は
垂
水
畑
・
大
忍
寺
を
加
え
る
と
あ
る
。
注
文
に

は
「
已
上
、
拾
七
町
肆
反
三
百
歩
、
内
、
三
町
四
反
小
、
右年
◦々
不
除
之
、
戔
拾
四
丁
半

定
田
数
」
と
あ
る
。

表
三

天
文
二
十
一
年
と
永
禄
三
年
の
知
行
地
・
知
行
面
積

郷
村
名

天
文
２
１
年

永
禄
３
年

永
禄
３
年
の
年
不

永
禄
３
年
の
定
田
数

上
八
村
郷

７
町
２
段
大

５
町
９
段
小

１
町
２
段
６
０
歩

池
田
郷

５
町
５
段

４
町
９
段

９
段
大

田
野
郷

３
町
５
段
小

３
町
５
段
小

１
町

東
郷

２
町
９
段
６
０
歩

２
町
４
段
６
０
歩

１
段
半

村
山
田
郷

５
段
大

５
段

松
原
口

１
町

怒
山

知
行
面
積
無
し
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宮
地
郷

２
段

２
段

１
段

合
計

１
９
町
９
段
３
０
０
歩

１
７
町
４
段
３
０
０
歩

３
町
４
段
小

１
４
町
半

天
文
二
十
一
年
は
「
年
不
」
を
含
ま
な
い
知
行
面
積
に
な
る
。
後
筆
分
を
除
く
永
禄
三
年
と
比
較
す
る
と
知
行
地
は
松
原
口
と
怒
山
が
み
え

な
い
。
永
禄
三
年
の
「
年
不
」
を
含
め
た
面
積
は
田
野
郷
・
宮
地
郷
以
外
で
減
少
し
て
お
り
、
上
八
村
郷
・
池
田
郷
の
減
少
が
大
き
い
。
村
山

田
郷
以
外
の
「
年
不
」
合
計
三
町
四
段
小
が
除
か
れ
、
賦
課
基
準
と
な
る
定
田
数
は
十
四
町
半
と
さ
れ
て
い
る
。
天
文
二
十
一
年
の
知
行
面
積

と
永
禄
三
年
の
「
年
不
」
を
含
ま
な
い
知
行
面
積
は
二
町
五
段
減
少
し
て
い
る
。
更
に
、
三
町
四
段
小
の
「
年
不
」
が
除
か
れ
る
と
、
重
致
の

定
田
数
は
天
文
二
十
一
年
か
ら
五
町
九
反
小
減
少
し
て
い
る
。
減
少
の
理
由
を
全
て
自
然
災
害
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
宗
像
氏
貞
が
毛

利
氏
と
結
び
大
友
氏
と
戦
を
続
け
る
な
か
で
の
不
安
定
な
農
業
経
営
の
一
端
が
明
ら
か
に
な
る
。

天
文
二
十
一
年
の
坪
付
状
に
は
朱
書
き
に
よ
る
後
筆
が
あ
る
が
、
後
筆
が
永
禄
三
年
の
坪
付
状
に
ど
の
よ
う
に
反
映
し
て
い
る
か
明
ら
か
に

で
き
な
い
。
天
文
二
十
一
年
と
永
禄
三
年
の
坪
付
状
か
ら
は
、「
社
武
役
」
な
ど
の
公
役
の
基
準
と
す
る
定
田
数
の
減
少
が
、
氏
貞
の
軍
役
・

領
内
経
営
に
も
深
刻
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

三

占
部
氏
の
坪
付
状

吉
田
重
致
宛
と
同
様
の
坪
付
状
に
、
弘
治
二
年
（
一
五
五
六
）
正
月
二
十
日
付
占
部
尚
安
宛
の
宗
像
氏
家
臣
に
よ
る
給
田
数
坪
付
状
が
あ
る

（「
新
撰
宗
像
記
考
証
」『
市
史
』
三
六
八
―
一
）。
占
部
氏
は
宗
像
氏
の
重
臣
で
、
占
部
尚
安
の
系
譜
は
尚
安
―
尚
持
―
貞
保
に
な
る
。
尚
安

知
行
地
の
郷
村
と
知
行
面
積
は
次
の
よ
う
に
な
る
。
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表
四

尚
安
の
知
行
地
の
郷
村
と
知
行
面
積

村
山
田
郷

４
町
６
反
６
０
歩

東
郷

１
町
６
０
歩

浅
町
（
朝
町
）
村
郷

１
２
町
３
反
半

上
八
村
郷

７
町
８
反

田
野
郷

１
町
７
反

池
田
郷

１
反

西
郷

８
町

光
岡
村

１
町

山
口
郷

１
町

坪
付
状
に
は
「
年
不
」
と
定
田
数
は
書
か
れ
て
い
な
い
が
合
計
三
十
七
町
五
反
三
〇
〇
歩
に
な
る
。
屋
敷
数
は
書
か
れ
て
い
る
が
高
は
書
か

れ
て
い
な
い
。
上
八
村
郷
七
町
八
反
の
内
、
池
浦
座
主
分
は
「
四
町
八
反
半
幷
山
野
畠
地
共
ニ
」
と
あ
る
よ
う
に
山
野
・
畠
地
も
含
ま
れ
て
い

る
。
尚
安
の
知
行
地
も
散
在
し
て
お
り
、
他
の
宗
像
氏
家
臣
と
同
様
で
あ
る
。
知
行
地
に
は
大
友
氏
と
宗
像
氏
貞
に
属
す
る
河
津
隆
家
の
勢
力

が
拮
抗
す
る
境
目
の
地
で
あ
る
西
郷
も
書
か
れ
て
い
る(9
)。「

宗
像
大
宮
司
天
正
十
三
年
分
限
帳
」
に
は
上
八
村
郷
衆
に
孫
の
占
部
八
郎
（
貞
保
）

が
お
り
、
上
八
村
郷
に
は
占
部
氏
が
創
建
し
た
承
福
寺
も
あ
る
の
で
、
占
部
氏
は
上
八
村
郷
に
居
住
し
て
い
た
可
能
性
は
あ
る
が
屋
敷
の
記
載

は
な
い
。
田
野
郷
の
高
向
名
に
つ
い
て
「
七
反
幷
ミ
ヤ
ウ
ケ
ニ
屋
敷
一
ケ
所
」
と
あ
る
の
で
、
田
野
郷
に
屋
敷
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
他

の
名
子
に
関
わ
る
屋
敷
は
後
述
す
る
。

知
行
地
の
内
、
東
郷
は
「
大
和
左
衛
門
尉
給

ヒ
ヤ
ウ
セ
イ

壱
町
六
十
歩
」、
浅
町
村
郷
は
「
吉
田
弾
正
忠
給

五
町
三
反
」「
大
和
左
衛

門
尉
給

七
町
二
反
半
」、
光
岡
村
は
「
吉
田
内
蔵
丞
給
」
の
合
計
一
町
と
あ
る(10
)。

天
文
元
年
（
一
五
三
二
）
九
月
十
九
日
に
、
宗
像
氏
延
と

被
官
の
大
和
左
衛
門
尉
・
吉
田
弾
正
忠
以
下
が
、
西
郷
の
大
内
義
隆
家
臣
河
津
隆
業
宅
所
を
攻
め
敗
死
し
て
い
る
（「
河
津
伝
記
」『
市
史
』
二

七
二
―
一
）。
敗
死
し
た
氏
延
被
官
大
和
左
衛
門
尉
以
下
の
知
行
地
が
尚
安
に
宛
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
、
氏
延
が
宗
像
氏
一
族
で
あ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。

永
禄
八
年
（
一
五
六
五
）
十
二
月
二
日
の
占
部
尚
安
宛
宗
像
氏
家
臣
連
署
書
状
で
、
尚
安
は
上
八
村
郷
二
町
九
段
半
の
内
、
河
成
で
「
不
」

と
な
っ
た
六
段
を
宗
像
氏
に
上
表
し
た
の
で
、
残
り
の
現
作
二
町
三
段
半
が
当
知
行
と
さ
れ
て
い
る
（「
占
部
文
書
」『
市
史
』
四
七
〇
、『
大

社
文
書
』
三
巻
）。
弘
治
二
年
の
坪
付
状
に
上
八
村
郷
七
町
八
反
と
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
今
原
名
が
二
町
九
反
半
と
あ
る
。
六
段
が
河
成
と

な
っ
た
の
で
、
尚
安
が
宗
像
氏
に
愁
訴
し
た
結
果
、
こ
れ
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
連
署
書
状
に
は
当
知
行
に
対
し
「
御
公
役
之
時
、
用
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出
之
矣
」
と
あ
る
よ
う
に
、
二
町
三
段
半
が
宗
像
氏
に
対
す
る
公
役
の
基
準
と
さ
れ
て
い
る
。
連
署
状
に
は
図
師
の
高
向
良
秀
が
花
押
を
据
え

て
い
る
の
で
、
現
地
の
実
見
が
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

家
臣
の
知
行
地
と
知
行
面
積
が
書
か
れ
た
坪
付
状
は
、
氏
貞
の
家
督
相
続
時
か
ら
次
第
に
少
な
く
な
っ
て
い
く
。
し
か
し
吉
田
重
致
宛
の
坪

付
状
に
河
成
な
ど
に
よ
る
「
年
不
」
が
新
に
書
き
込
ま
れ
た
よ
う
に
、
自
然
災
害
に
よ
る
河
成
な
ど
は
家
臣
の
愁
訴
に
よ
っ
て
地
見
さ
れ
、
現

況
に
基
づ
い
て
定
田
数
が
定
め
ら
れ
、「
社
武
役
」
な
ど
の
公
役
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
か
ら
は
家
臣
の
知
行
地
、
直
轄
領
、
寺
社
領
の
台
帳
の
存
在
が
考
え
ら
れ
る
。
永
禄
三
年
二
月
十
六
日
に
は
瓜
生
益
定
が
吉
田
良
喜
・

吉
田
秀
時
宛
に
遠
賀
庄
山
田
郷
惣
田
数
注
文
を
提
出
し
て
い
る
（「
宗
像
神
社
文
書
」『
市
史
』
四
〇
五
、『
大
社
文
書
』
一
巻
）。
当
時
、
氏
貞

は
前
年
の
宗
像
鎮
氏
と
大
友
勢
の
領
内
侵
攻
に
よ
り
大
島
に
渡
海
・
在
島
し
て
い
た
。
注
文
が
書
か
れ
た
直
後
の
三
月
二
十
八
日
、
氏
貞
は
大

島
を
出
て
大
友
勢
の
拠
る
許
斐
要
害
に
夜
襲
を
か
け
奪
回
し
、
所
領
を
回
復
し
て
い
る
。
注
文
を
書
い
た
瓜
生
益
定
は
前
年
に
大
友
勢
の
攻
勢

に
よ
っ
て
滅
亡
し
た
宗
像
郡
に
隣
接
す
る
遠
賀
郡
（
御
牧
郡
）
の
領
主
麻
生
隆
守
の
旧
臣
と
考
え
ら
れ
、
氏
貞
に
従
い
大
島
に
渡
海
・
在
島
し

て
い
た(11
)。

注
文
に
は
山
田
郷
惣
田
数
が
七
十
一
町
二
段
小
。
こ
の
う
ち
十
六
町
九
段
半
の
寺
社
領
と
三
町
六
段
六
十
歩
の
益
定
給
分
を
除
く
五

十
町
六
段
大
を
公
田
数
と
し
て
い
る
。
寺
社
領
に
つ
い
て
は
「
小
目
録
有
之
」
と
し
て
い
る
。
益
定
は
こ
の
旨
を
氏
貞
に
披
露
す
る
こ
と
を
二

人
に
依
頼
し
、
諸
公
役
に
つ
い
て
は
諸
郷
に
準
拠
し
馳
走
す
る
と
書
い
て
い
る
。
益
定
が
惣
田
数
を
報
じ
、
寺
社
領
は
「
小
目
録
」
が
あ
る
と

書
い
て
い
る
よ
う
に
、
麻
生
氏
領
で
あ
っ
た
山
田
郷
の
台
帳
が
あ
っ
た
。

年
未
詳
十
月
三
日
付
で
許
斐
氏
鏡
・
占
部
尚
安
・
米
多
比
正
兼
・
吉
田
秀
時
の
上
帳
衆
宛
宗
像
氏
貞
書
状
が
出
さ
れ
て
い
る
（「
新
撰
宗
像

記
考
証
」『
市
史
』
四
五
二
）。
永
禄
三
年
の
山
田
郷
惣
田
数
注
文
で
吉
田
秀
時
は
次
郎
左
衛
門
尉
と
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
和
泉
守
と
あ
る
の
で

永
禄
三
年
以
後
、
氏
貞
が
遠
賀
庄
を
支
配
下
に
お
い
た
後
に
な
る
（「
新
撰
宗
像
記
考
証
」
は
永
禄
五
年
に
掲
げ
る
）。
氏
貞
は
遠
賀
庄
検
見
を

早
々
に
調
え
る
こ
と
が
肝
要
と
し
て
お
り
、
給
主
（
家
臣
）・
公
領
の
田
畠
屋
敷
な
ど
を
明
日
、
相
極
め
る
よ
う
に
指
示
し
て
い
る
。
去
年
検

見
無
き
郷
は
差
し
除
く
の
で
、
分
別
す
る
よ
う
に
と
あ
る
。
除
外
の
意
図
は
不
明
だ
が
、
検
見
に
携
わ
る
上
帳
衆
に
よ
る
検
見
が
遠
賀
庄
で
行

な
わ
れ
、
台
帳
も
調
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

天
文
二
十
四
年
（
弘
治
元
：
一
五
五
五
）
二
月
二
十
八
日
の
占
部
尚
安
宛
占
部
賢
安
書
状
に
は
名
子
が
み
え
る
（「
占
部
文
書
」『
市
史
』
三
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六
三
―
一
、『
大
社
文
書
』
三
巻
）。
書
状
に
は
占
部
賢
安
の
知
行
地
で
あ
る
田
代
大
が
尚
安
の
知
行
地
小
浦
の
後
に
あ
っ
た
が
、「
依
天
水
不

作
之
条
」
と
あ
る
よ
う
に
天
水
に
頼
っ
て
お
り
、
不
作
と
な
っ
た
と
あ
る
（
小
雨
に
よ
る
旱
魃
が
原
因
で
あ
ろ
う
）。
賢
安
は
自
身
が
召
し
抱

え
る
名
子
を
尚
安
が
召
し
置
く
よ
う
に
懇
望
し
た
と
こ
ろ
、
尚
安
が
御
分
別
し
た
の
で
名
子
三
人
の
内
一
人
を
通
路
（
用
水
路
代
）
と
し
て
永

代
、
尚
安
に
進
め
置
い
た
こ
と
、
そ
の
上
は
賢
安
ま
た
は
名
子
が
「
違
乱
妨
」
を
申
す
よ
う
で
あ
れ
ば
、
通
路
（
用
水
路
）
は
相
留
め
て
よ
い

こ
と
、
尚
安
の
抱
え
る
小
浦
名
子
と
同
じ
よ
う
に
公
役
等
の
こ
と
は
、
役
人
の
存
分
に
任
せ
て
申
し
付
け
て
か
ま
わ
な
い
こ
と
、
そ
の
時
に
一

口
之
沙
汰
（
異
論
）
は
申
さ
な
い
と
尚
安
に
誓
約
し
て
い
る
。
賢
安
が
名
子
を
尚
安
に
譲
っ
た
こ
と
か
ら
、
名
子
は
賢
安
に
隷
属
し
自
由
権
は

保
障
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
賢
安
が
自
身
と
名
子
か
ら
の
「
違
乱
妨
」
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
こ
と
、
名
子
に
対
す
る
公
役
等
は
、
役
人
（
宗
像
氏
の
役

人
）
の
存
分
に
任
せ
て
尚
安
か
ら
申
し
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
異
論
を
挟
ま
な
い
と
誓
約
し
て
い
る
。
公
役
な
ど
は
役
人
の
存
分
に
任
せ
る
と
あ

る
よ
う
に
、
名
子
は
坪
付
状
に
書
か
れ
宗
像
氏
に
掌
握
さ
れ
て
い
た
。
賢
安
か
ら
尚
安
へ
の
名
子
の
異
動
は
、
宗
像
氏
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
新

た
な
坪
に
付
属
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
上
八
村
郷
は
、
吉
田
重
致
宛
坪
付
状
で
不
作
と
さ
れ
る
坪
と
ヒ
エ
が
栽
培
さ
れ
る
坪
が

あ
っ
た
。
天
水
に
た
よ
る
田
代
で
は
旱
魃
の
被
害
を
受
け
や
す
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

弘
治
二
年
正
月
二
十
日
付
の
占
部
尚
安
宛
給
田
数
坪
付
状
に
は
、
村
山
田
郷
小
浦
名
「
三
町
屋
敷
二
ケ
所
名
子
三
人
」、
上
八
村
郷
今
原
名

「
弐
町
九
反
半

屋
敷
一
□
名
子
三
人
」、
光
岡
村
「
以
上
壱
町

名
子
一
人
」
と
あ
る
（「
新
撰
宗
像
記
考
証
」『
市
史
』
三
六
八
―
一
）。
尚

安
の
知
行
地
で
は
、
郷
村
の
名
（
坪
）
ご
と
に
名
子
と
屋
敷
が
書
か
れ
て
い
る
。
尚
安
は
合
計
七
人
の
名
子
を
抱
え
て
お
り
、
村
山
田
郷
と
上

八
村
郷
で
は
名
（
坪
）
に
、
光
岡
村
で
は
同
村
に
付
け
ら
れ
て
い
る
。
村
山
田
郷
と
上
八
村
郷
今
原
名
で
は
名
子
が
屋
敷
と
共
に
書
か
れ
て
い

る
が
、
こ
れ
ま
で
の
例
か
ら
屋
敷
は
名
子
屋
敷
の
可
能
性
が
高
い
。

占
部
氏
が
抱
え
る
名
子
に
つ
い
て
は
、
年
月
日
が
書
か
れ
て
い
な
い
占
部
貞
保
知
行
目
録
之
写
が
あ
る
（「
占
部
文
書
」『
市
史
』
四
二
六
）。

知
行
面
積
は
合
計
一
七
一
町
二
反
と
あ
る
。
知
行
面
積
は
実
態
を
反
映
し
た
数
字
で
は
な
い
が
、「
宗
像
大
宮
司
天
正
十
三
年
分
限
帳
」
に
書

か
れ
た
上
八
村
郷
衆
占
部
八
郎
（
貞
保
）
知
行
面
積
一
八
七
町
八
反
に
近
い
。
知
行
目
録
写
に
は
、
津
丸
片
熊
名
「
壱
町

壱
反
半
畠
地
屋
敷

名
子
壱
人
」、
上
八
郷
「
弐
拾
七
町
八
反

弐
拾
九
反
半

座
主
分

山
野
畠
地
屋
敷

名
子
五
人
」、
遠
賀
郡
の
手
野
村
□
薗

(糟
カ
)

名
「
壱
町
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屋
敷
一
ケ
所

名
子
二
人
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
名
子
の
人
数
は
実
態
を
反
映
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

お
わ
り
に

宗
像
氏
貞
家
臣
の
知
行
地
で
は
、
知
行
地
の
坪
付
状
と
名
子
・
畠
地
・
屋
敷
の
坪
付
状
が
宗
像
氏
家
臣
の
地
見
（
検
地
）
と
、
宗
像
氏
か
ら

の
要
請
に
応
じ
た
家
臣
の
差
し
出
し
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
て
い
た
。
遠
賀
庄
の
検
見
と
上
帳
衆
の
存
在
か
ら
は
、
検
地
に
よ
っ
て
直
轄
料
・
寺

社
領
・
家
臣
知
行
地
の
台
帳
が
作
成
さ
れ
、
台
帳
に
基
づ
い
て
知
行
宛
行
状
と
と
も
に
坪
付
状
が
出
さ
れ
て
い
た
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

家
臣
の
知
行
地
は
散
在
し
て
お
り
、
家
臣
か
ら
の
愁
訴
に
よ
っ
て
、
大
雨
・
洪
水
・
山
崩
れ
と
い
っ
た
自
然
災
害
が
原
因
の
河
成
と
山
成
が

「
年
不
」
と
さ
れ
て
い
る
。
更
に
地
震
に
よ
る
津
波
を
意
味
す
る
と
も
考
え
ら
れ
る
「
四
海
浪
」
に
よ
る
名
子
の
浦
屋
敷
の
水
没
も
明
ら
か
に

な
る
。
家
臣
は
耕
作
が
で
き
な
く
な
っ
た
「
年
不
」
の
知
行
地
を
除
い
た
定
田
数
に
応
じ
て
、「
社
武
役
」
な
ど
の
公
役
を
勤
め
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
坪
付
状
か
ら
は
自
然
災
害
に
よ
る
不
安
定
な
耕
作
状
況
と
、
郷
村
・
坪
に
付
属
す
る
名
子
の
存
在
が
明
ら
か
に
な
る
。
名
子
は

家
臣
間
で
譲
り
渡
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
宗
像
氏
に
掌
握
さ
れ
公
役
を
勤
め
る
存
在
で
あ
っ
た
。

註

(1
)
永
禄
三
年
三
月
二
十
七
日
付
竹
井
伊
豆
守
宛
宗
像
氏
貞
宛
行
状
は
加
恩
し
た
五
町
六
段
六
十
歩
地
に
対
し
、「
早
致
領
知
之
、
社
武
役
等
任
先
例
勤
之
、

弥
可
抽
忠
儀
状
如
件
」
と
あ
る
（「
竹
井
文
書
」『
宗
像
市
史
』
史
料
編
中
世
Ⅱ
四
一
三
）。
以
下
、『
宗
像
市
史
』
は
『
市
史
』
と
略
し
、
史
料
群
名
と
史

料
番
号
を
記
載
し
た
。『
宗
像
大
社
文
書
』
は
『
大
社
文
書
』
と
略
し
、『
大
社
文
書
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
史
料
は
収
録
巻
を
記
載
し
た
。

宗
像
氏
貞
宛
行
状
に
は
「
坪
付
別
紙
在
之
」
と
あ
る
が
、
坪
付
状
は
の
こ
さ
れ
て
い
な
い
。
役
に
つ
い
て
知
行
面
積
に
応
じ
た
武
役
（
軍
役
）
が
考
え

ら
れ
る
が
、
社
役
同
様
、
不
明
な
点
が
多
い
。
天
正
五
年
七
月
六
日
に
宗
像
氏
家
臣
連
署
奉
書
で
大
森
宗
柏
入
道
は
闕
所
地
遠
賀
庄
山
田
郷
四
町
を
扶
助

さ
れ
て
い
る
（「
新
撰
宗
像
記
考
証
」『
市
史
』
五
七
七
―
一
）。
宗
柏
は
近
年
当
郡
逗
留
と
あ
る
よ
う
に
元
々
、
宗
像
氏
の
家
臣
で
は
な
か
っ
た
。
連
署
奉
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書
に
は
「
社
武
役
勿
論
御
城
屏
等
可
被
遂
其
節
候
、
次
昼
夜
之
奉
公
幷
旅
役
之
事
、
被
閣
候
、
但
於
御
出
陳
者
、
以
合
之
儀
于
時
可
被
仰
出
之
由
、
相
心

得
能
々
可
申
旨
候
」
と
書
か
れ
て
い
る
。「
社
武
役
」
は
も
ち
ろ
ん
、
城
塀
等
と
あ
る
城
の
修
理
は
其
の
節
を
遂
げ
、
昼
夜
の
奉
公
・
旅
役
は
免
除
さ
れ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
但
し
、
出
陣
の
時
に
は
「
似
合
之
儀
」
と
あ
る
奉
公
を
命
じ
る
の
で
心
得
て
お
く
よ
う
に
と
あ
る
。

(2
)
氏
貞
の
名
に
よ
る
発
給
文
書
の
初
見
は
弘
治
三
年
十
一
月
六
日
付
の
占
部
尚
持
と
吉
田
重
致
の
そ
れ
ぞ
れ
に
宛
て
た
感
状
に
な
る
（「
新
撰
宗
像
記
考

証
」『
市
史
』
三
八
一
―
一
・
二
）。

(3
)
『
沖
ノ
島
研
究
』
第
六
号
、
二
〇
二
〇
年
に
掲
載
予
定
。

(4
)
天
文
二
十
一
年
の
坪
付
状
に
頼
定
は
花
押
を
据
え
て
お
ら
ず
花
押
か
ら
同
一
人
で
あ
る
か
ど
う
か
は
確
認
で
き
な
い
。

(5
)
卯
月
九
日
付
宗
像
鍋
寿
丸
宛
陶
晴
賢
書
状
写
か
ら
は
、
吉
田
弾
正
忠
重
致
に
「
御
被
官
吉
田
一
家
相
続
事
」
が
仰
せ
付
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る

（「
新
撰
宗
像
記
考
証
」『
市
史
』
三
六
〇
―
一
）。「
新
撰
宗
像
記
考
証
」
に
は
「
或
曰
天
文
廿
三
年
也
」
と
あ
る
。

(6
)
「
宗
像
大
宮
司
天
正
十
三
年
分
限
帳
」
に
つ
い
て
は
、『
沖
ノ
島
研
究
』
第
五
号
、
二
〇
一
九
年
で
検
討
し
た
。

(7
)
『
大
社
文
書
』
で
堀
本
一
繁
氏
は
、
許
斐
城
の
奪
回
後
も
大
友
氏
と
の
戦
闘
が
継
続
す
る
こ
と
、
氏
貞
が
蔦
ケ
岳
城
に
本
拠
地
を
移
す
の
が
永
禄
六
年
頃

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
氏
貞
が
こ
の
頃
大
島
か
ら
帰
還
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
と
す
る
（「
吉
田
公
一
氏
奉
納
文
書
」
三
、
註
２
５
）。
氏
貞

の
大
島
在
島
と
所
領
回
復
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
中
世
筑
前
国
宗
像
氏
と
宗
像
社
』
第
二
編
第
三
章
参
照
（
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
三
年
、
初
出
一
九
九
九

年
）。

(8
)
天
正
十
年
十
月
十
一
日
の
曲
村
天
正
拾
年
御
米
銭
注
進
状
に
は
、
倉
納
高
七
十
九
石
六
斗
四
升
六
合
内
か
ら
必
要
経
費
と
し
て
差
し
引
か
れ
る
十
二
石

三
斗
四
升
の
中
に
、「
五
斗
同
升
（
公
田
升
）
島
廻
堤
ニ
立
用
之
」
な
ど
の
堤
分
が
あ
る
（「
嶺
文
書
」『
市
史
』
六
三
五
、『
大
社
文
書
』
三
巻
）。
堤
分

に
つ
い
て
「
右
内
堤
料
過
分
ニ
雖
在
之
、
両
度
俄
依
洪
水
、
御
公
田
損
失
之
間
、
各
以
見
懸
之
立
用
之
」
と
あ
る
。
翌
天
正
十
一
年
十
月
二
十
八
日
の
曲

村
天
正
十
一
年
御
米
銭
注
進
状
に
は
、「
堤
料
過
分
ニ
雖
在
之
、
公
田
余
損
失
之
間
、
各
以
見
懸
之
相
当
半
分
、
立
用
之
」
と
あ
る
（「
嶺
文
書
」『
市
史
』

六
六
〇
、『
大
社
文
書
』
三
巻
）。
前
年
の
天
正
九
年
十
月
二
十
一
日
の
曲
村
天
正
九
年
御
米
銭
注
進
状
に
は
こ
の
部
分
は
書
か
れ
て
い
な
い
（「
嶺
文
書
」

『
市
史
』
六
一
七
、『
大
社
文
書
』
三
巻
）。
天
正
九
年
の
注
進
状
作
成
以
後
、
二
度
に
わ
た
る
俄
の
洪
水
で
公
田
が
損
失
し
た
の
で
、
各
堤
に
つ
い
て

「
見
懸
」
に
よ
っ
て
必
要
経
費
分
を
差
し
引
い
た
と
し
て
い
る
。
実
際
に
天
正
九
年
と
比
較
す
る
と
堤
の
数
・
必
要
経
費
が
増
加
し
て
い
る
。
こ
れ
以
後

の
注
進
状
で
も
倉
納
高
が
変
化
し
て
い
る
の
は
、
不
安
定
な
耕
作
状
況
を
示
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。
詳
し
く
は
註
（
３
）
拙
稿
参
照
。

(9
)
河
津
氏
と
西
郷
に
つ
い
て
は
、『
戦
国
時
代
の
筑
前
国
宗
像
氏
』
第
三
編
第
二
章
参
照
（
花
乱
社
、
二
〇
一
六
年
、
初
出
二
〇
一
三
年
）。
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(10
)
「
吉
田
氏
系
伝
」
に
は
、
勘
解
由
允
の
息
子
弾
正
忠
に
つ
い
て
「
天
文
元
年
九
月
十
九
日
従
宗
像
氏
延
、
攻
川(河

)津
隆
家
、
戦
死
于
西
郷
」
と
あ
る
（『
市

史
』
二
七
二
―
八
）。「
吉
田
氏
系
伝
」
に
は
弾
正
忠
の
弟
に
弾
正
忠
兼
致
、
弾
正
忠
重
致
以
下
が
書
か
れ
て
い
る
。

(11
)
註
（
９
）
拙
著
第
一
編
第
一
章
参
照
（
初
出
二
〇
〇
九
年
）。

〔付
記
〕
久
保
田
さ
ん
と
の
思
い
出
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
が
、
中
で
も
、
福
岡
で
地
方
史
研
究
協
議
会
の
大
会
が
あ
っ
た
お
り
、
廣
瀬
良
弘
さ
ん
と
久
保
田

さ
ん
か
ら
拙
著
刊
行
の
お
祝
い
を
し
て
い
た
だ
い
た
こ
と
、
立
教
大
学
で
博
士
論
文
の
審
査
を
し
て
い
た
だ
い
た
こ
と
は
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
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